
下
で
は
、
県
当
局
が
一
按
側
の
猛
勢
に
た
じ
ろ

ぎ
、
一
た
ん
か
れ
ら
の
諸
要
求
を
認
め
る
「
証

書
」
を
手
渡
し
、
窮
地
を
収
拾
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
立
郡
下
で
は
坂

井
郡
の
場
合
と
同
様
、
一
撲
勢
の
諸
要
求
を
断

固
拒
絶
し
、
し
か
も
「
兵
威
」
に
よ
る
制
圧
に

効
を
奏
し
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

こ
う
し
た
今
立
郡
下
の
一
撲
勢
の
敗
退
を
め

ぐ
る
問
題
点
に
つ
き
、
大
一
撲
の
口
火
を
切
っ

た
小
坂
村
は
じ
め
近
隣
の
疏
生
田
村
・
中
村
・

寺
中
村
の
住
民
諸
階
層
の
出
動
状
況
を
経
過
的

に
把
握
し
得
る
「
口
述
書
」
の
一
部
が
残
存
す

で

は

じ

め

に

る

こ

と

が

、

重

要

な

手

掛

か

り

と

な

る

。

そ

こ

明
治
六
年
三
月
、
敦
賀
県
下
の
大
野
・
今
立
・
坂
で
こ
れ
ら
各
村
民
の
個
別
的
な
出
動
状
況
に
検

井
三
郡
下
で
生
起
し
た
「
越
前
護
法
大
一
按
」
は
、
討
を
加
え
、
し
か
も
関
係
村
落
の
社
会
経
済
的

明
治
初
年
全
国
制
に
「
真
宗
地
帯
」
で
続
発
す
構
造
と
の
関
連
や
一
た
ん
圧
倒
的
勝
利
を
か
ち

る
「
護
法
一
撲
」
一
の
特
質
を
総
括
的
に
凝
集
し
得
た
大
野
郡
下
の
大
一
撲
と
の
対
比
を
意
識
し

た
も
の
と
し
て
大
い
に
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
つ
¥
今
立
郡
下
の
大
一
撲
解
体
過
程
の
問
題

あ

る

。

点

を

追

究

し

た

い

。

こ

の

こ

と

は

、

明

治

初

年

の
護
法
一
撲
を
含
め
て
の
農
民
一
撲
全
般
の
解

体
過
程
究
明
の
き
い
の
重
要
な
分
析
視
角
と
も

思
考
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

2 5ノ 3

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
下
の

護
法
大
一
捺
解
体
過
程
の

一
考
察

上

夫
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展カ 契
開条 機そ
ののと こ
過願しで
程書、三
に'L②し郡
視〉 か下
点が もと
を掲同 も
すげ 様護
えら な法
たれ要的
場る 求要
合が事国

、項を

大大〈直・
野ー「接・
郡按三的・

上

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
下
の
護
法
大
一
按
解
体
過
程
の
一
考
察

①
明
治
初
年
の
「
護
法
一
撲
」
と
し
て
管
見
す
る

と
こ
ろ
で
は
、
明
治
三
年
の
「
多
度
津
藩
下
騒
動
」

(
現
、
香
川
県
)
は
じ
め
一

O
件
(
注
、
未
発
を

含
む
)
ほ
ど
を
数
え
る
が
、
「
越
前
護
法
大
一
按
」
の

場
合
は
、
五
年
新
潟
県
の
「
信
越
地
方
土
冠
蜂
起

事
件
」
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
大
規
模
な
も
の
で
、
敦

賀
県
三
郡
下
で
堂
々
三
万
以
上
の
出
動
を
み
る
に

至
っ
て
い
る
。

②
三
月
十
一
日
、
村
田
参
事
・
寺
嶋
権
参
事
よ
り

史
官
あ
て
「
管
下
大
野
郡
土
民
騒
擾
御
届
」
〔
『
暴

動
始
終
奏
上
簿
』
(
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』

間
三
一
書
一
房
、
一
九
七

O
年
)
〕
か
ら
て
耶
蘇

宗
拒
絶
之
事
、
一
、
真
宗
説
法
再
興
之
事
、
て
学

校
ニ
洋
文
ヲ
廃
ス
ル
事
、
の
二
一
ヵ
条
が
認
知
さ
れ

る
。
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
要
求
は
、
今
立
・
坂
井

両
郡
と
も
そ
れ
ぞ
れ
一
撲
展
開
の
過
程
の
な
か
で
、

農
民
代
表
に
よ
り
官
員
側
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。

③
「
小
坂
村
、
村
方
銘
々
取
調
白
書
記
」
(
鯖
江

市
北
中
町
、
円
入
寺
所
蔵
)
。

「
疏
生
田
村
・
中
村
・
村
方
銘
々
取
調
口
書
記
」

(
同
寺
所
蔵
)
、
本
史
料
は
一
部
欠
如
。

「
今
立
郡
第
二
七
大
区
小
八
区
寺
中
村
、
揺
動

村
方
調
書
拘
帳
」
(
鯖
江
市
寺
中
村
、
宮
川
九
兵

衛
所
蔵
)
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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二
、
今
立
郡
下
の
大
一
按
展
開
の
概
要

今
立
郡
下
の
大
一
按
の
発
端
は
、
県
が
名
古

屋
鎮
台
へ
急
報
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

μ
、
三
月

九
日
ご
ろ
か
ら
、
「
敦
賀
県
出
張
回
井
玉
久
唯
」

と
偽
称
す
る
も
の
が
同
郡
内
を
は
い
か
い
し
、

十
日
小
坂
村
の
戸
長
富
田
重
右
衛
門
宅
に
投
宿

し
て
近
村
の
も
の
を
集
め
「
断
髪
」
を
強
制
し

た
が
、
そ
の
挙
動
が
不
審
だ
と
し
て
「
村
番
人
」

が
逮
捕
し
武
生
還
卒
屯
所
ま
で
護
送
し
た
。
ニ

の
さ
い
富
田
が
回
井
な
る
も
の
を
招
い
て
「
良

民
ヲ
圧
迫
し
耶
蘇
宗
教
ニ
誘
導
ス
ル
ノ
好
賊
ナ

リ
」
と
の
風
聞
を
醸
し
出
レ
、
翌
十
一
日
同
村

は
も
ち
ろ
ん
近
村
の
も
の
が
多
数
押
し
寄
せ
、

富
田
宅
を
打
ち
こ
わ
し
た
の
を
皮
切
り
に
大
一

撲
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
展
開
状
況
は
第
一
図
の
と
お
り
で
、
地

域
的
に
は
小
坂
・
筋
生
田
・
東
庄
境
・
野
岡
・

粟
田
部
・
定
友
・
岩
本
・
大
滝
・
松
成
・
中
新

庄
・
水
落
一
の
各
村
に
及
ぴ
、
攻
撃
対
象
と
し
て

は
、
第
一
表
の
と
お
り
、
教
導
職
寺
院
は
じ
め

豪
農
商
の
区
・
戸
長
や
大
商
人
の
居
宅
・
土
蔵
に

対
し
て
焼
却
、
破
致
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る
。

、 J白足

、 E 材

、 I~III 

、、J 東郷

今立郡下大ー授展開図(明治 6年 3月11日一13日)第一図

dP 
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今立郡下の攻撃対象

月 主Tちこ

No 村 攻撃対象 役職・職業 わしの {庸 考
日 種類

1 小坂村 富田重右衛門 26大区ノj、6区戸長 3.11 壊致 旧庄屋 (住家は半焼)

2 I !l)j生田村 輔田ifi郎左衛門 11 11 副戸長 11 破 Et 11 

3 東庄境村 蒲五八郎 27大区・区長・豪農 3.12 11 !日大庄屋

4 粟田部村 木津群平 24造大区・区長・豪農 11 " 
明治 4年大、和屋郷)長

酒業 (屋号、

5 fI 飯田上祐 戸長 紙商 11 11 明治 4年、里長

6 11 木津次平 海産物商 11 11 (屋号、布屋)

7 11 法幸治郎三郎 砂糖商 11 破損 明治4年、里長

8 岩本村 小林清作 戸長 豪農 " 焼亡 11 11 

9 大滝村 円 成寺 寺院 fI 破段 真宗(本願寺祇)住職尾山浄岳

10 定友村 日桂 { 玉 寺 11 11 焼亡 ヂ若丸( 11 出)身住)職石丸了円
八郎の

11 11 箕輪彦兵衛 地主 11 
11 

12 11 黒田 某 11 11 (黒田道宅〔医業)) 

13 中新庄村 妙 111員 寺 寺院 11 11 真宗(本願寺派河主職新江浄英

14 松成村 i荷 願 寺 11 " 壊段 真宗 ( fI ) 

15 野岡村 古川木戸兵衛 副戸長 地主 11 破致 明治 6年 8月より戸長

16 水落村 清水新右衛門 区長 地主 3.13 焼亡

第 1表

上

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
下
の
護
法
大
一
撲
解
体
過
程
の
一
考
察

注. r見分書J (前掲r暴動始終奏上簿，) (No16水落村、清水新右衛門は「見分書」には、

記載されないが、 r 3月14日午後 5時発・鯖江出張庶務より本県庶務あて報告」のな

かに明記される) ..円入寺文書， (鯖江市北中町、円入寺所蔵)・『宮川家文書， (岡

市寺中、宮川九兵衛所蔵)・『古川家文書， (今立郡今立町野岡、古川木戸兵衛所蔵)

. r三田村家文書， (同町大滝、三田村貢所蔵) . r富田家文書， (鯖江市河和田町、富

田重右衛門所蔵)により作製。

こ
の
点
、
大
野
郡
下
の
場
合
と
き
わ
め
て
類
似

の
動
向
を
み
せ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
一
撲
の
高
揚
に
驚
い
た
県
当
局
は
、

官
憲
や
鯖
江
貫
属
を
派
遣
し
て
、
断
固
武
力
弾

圧
の
挙
に
出
た
た
め
、
十
三
日
に
至
り
一
撲
の

徒
は
よ
う
や
く
四
散
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ

の
さ
い
横
越
村
に
屯
集
し
た
農
民
か
ら
、
大
野

郡
同
様
の
「
三
カ
条
の
願
書
」
が
差
し
出
さ
れ

た
が
、
官
員
側
は
こ
れ
を
拒
絶
し
て
、
「
猶
此

上
彼
是
不
条
理
申
立
、
村
落
横
行
候
時
ニ
ハ
厳

ニ
兵
力
ヲ
以
テ
伐
取
候
旨
申
渡
候
処
漸
ク
承
伏

」
(
十
四
日
午
後
三
時
、
「
支
庁
詰
相
馬
朔
郎

よ
り
本
県
庶
務
あ
て
書
翰
」
〔
十
五
日
午
前
十

時
着
〕
)
し
、
追
々
退
散
し
た
こ
と
に
着
目
し

た
し①

「
今
立
郡
動
揺
ノ
儀
名
古
屋
鎮
台
江
急
報
案
」

(
三
月
十
二
日
)
〔
前
掲
『
暴
動
始
終
奏
上
簿
』

所
収
〕

②
「
乱
暴
御
届
」
(
『
富
国
家
文
書
』
鯖
江
市
河

和
田
町
、
富
田
重
右
衛
門
所
蔵
)
に
よ
る
と
、
富

田
が
明
治
六
年
三
月
八
日
、
自
宅
近
隣
の
明
正
寺

(
真
宗
、
西
本
願
寺
派
)
に
「
断
髪
の
制
札
」
を

立
て
て
い
る
。
な
お
同
文
書
で
も
、
田
井
が
富
田

家
に
投
宿
し
て
村
民
に
「
断
髪
」
を
強
制
し
た
こ

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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と
が
一
撲
を
生
起
き
せ
た
と
し
て
い
る
。

③

第

1
表
の
「
今
立
郡
下
の
攻
撃
対
象
」
の
う
ち

で
、
そ
の
筆
頭
と
さ
れ
る
酒
造
業
の
木
津
群
平
(

粟
田
部
村
、
区
長
)
の
場
合
、
住
家
(
二
・
土
蔵

(
四
)
・
米
蔵
(
こ
の
ほ
か
酒
蔵
(
二
)
や
生
産
用
具

の
水
車
、
農
具
等
、
そ
れ
に
諸
生
産
物
ま
で
が
徹

底
的
に
破
却
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
村
の
大
商

人
飯
田
上
祐
(
戸
長
)
の
油
蔵
、
木
津
次
平
の
海

産
物
、
法
幸
治
郎
三
郎
の
砂
糖
類
の
諸
商
品
が
大

量
に
破
却
な
い
し
焼
却
さ
れ
る
が
、
一
撲
勢
と
し

て
攻
撃
対
象
の
生
産
及
び
商
業
活
動
を
一
時
ま
ひ

状
態
に
陥
ら
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
の
は
明
白
で

あ
る
。
こ
の
点
、
大
商
人
の
前
期
資
本
・
高
利
貸

資
本
に
よ
る
厳
し
い
収
奪
が
、
在
方
町
の
性
格
の

濃
い
同
村
の
前
期
プ
ロ
層
・
借
地
人
層
等
下
層
民

の
強
い
反
発
を
買
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

④
大
野
郡
下
で
在
方
町
の
性
格
に
加
え
旧
大
野
藩

の
城
下
町
で
あ
る
大
野
町
の
場
合
、
攻
撃
の
矛
先

が
元
足
羽
県
支
庁
・
商
法
会
社
・
高
札
場
の
ほ
か

に
、
町
内
切
っ
て
の
豪
商
で
県
内
外
各
地
の
「
大

野
屋
」
の
総
本
底
大
坂
屋
七
太
郎
や
酒
造
業
者
の

布
川
源
兵
衛
、
海
産
物
商
の
中
野
屋
又
兵
衛
ら
に

集
中
し
て
い
る
。
こ
の
さ
い
大
坂
屋
の
住
家
、
庖

舗
は
じ
め
諸
商
品
の
す
べ
て
を
焼
却
、
さ
ら
に
布

川
家
の
住
家
(
二
・
土
蔵
(
こ
と
と
も
に
酒
蔵

(
二
)
を
破
却
、
「
一
時
ノ
間
ニ
酒
道
具
い
ろ
い
ろ

残
ら
ず
間
ニ
合
は
ざ
る
様
打
ク
タ
き
」
(
『
東
方

文
書
』
大
野
市
中
津
川
、
東
方
治
男
所
蔵
)
、
ま

た
酒
造
の
仕
込
、
質
預
り
分
を
残
ら
ず
破
致
し
た

の
は
、
前
述
の
粟
田
部
村
の
場
合
と
同
じ
「
世
直

し
型
」
的
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
庄
司
吉
之

助
『
世
直
し
一
撲
の
研
究
』
(
校
倉
書
房
、
一
九

七
O
年
)
は
、
「
世
直
し
一
撲
」
の
特
長
と
し
て

製
造
要
具
の
打
ち
こ
わ
し
と
製
造
ロ
聞
の
使
用
不
能

に
陥
ら
し
め
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
こ
の
点
、

本
一
撲
に
も
適
合
す
る
と
み
て
よ
い
。

三
、
小
坂
村
の
出
動
状
況

今
立
郡
下
の
大
一
撲
の
口
火
を
切
っ
た
小
坂

村
の
場
合
、
第
2
表
〔
そ
の

1
〕
・
〔
そ
の

2
〕

の
と
お
り
、
「
口
述
書
」
に
よ
る
取
調
対
象
人

員
七
十
二
名
に
つ
き
、
一
按
生
起
の
十
一
日
に

は
、
出
動
者
が
全
体
の
七
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
の

五
十
六
名
、
二
日
目
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
三

十
六
名
、
三
日
目
の
十
三
日
に
は
二
十
六
パ
ー

セ
ン
ト
の
十
九
名
と
漸
減
す
る
。
そ
の
さ
い
同

表
〔
そ
の
3
〕
の
「
村
民
所
持
高
と
出
動
・
非

出
動
と
の
相
関
表
L

で
は
、
と
く
に
無
高
層

(
十
二
名
)
に
つ
き
、
初
日
は
一
名
を
除
き
十

一
名
が
出
動
、
二
日
目
に
は
非
出
動
が
一
名
増

え
て
二
名
と
な
っ
た
の
が
、
三
日
目
は
出
動
者

るカ官
。わ

ず
か

名
と
な
り

大
半
が
脱・
落・
し
て

こ
の
点
、
研
究
史
の
示
す
と
お
り
、
「
世
直

し
型
」
で
も
、
「
惣
百
姓
型
」
に
し
て
も
、
農

村
で
は
貧
農
・
無
高
の
「
半
プ
ロ
層
」
が
主
導

的
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
か
か
わ
ら
ず
、

小
坂
村
で
は
そ
の
展
開
過
程
で
無
高
層
の
ほ
と

ん
ど
が
脱
落
し
た
こ
と
は
、
一
撲
勢
全
体
の
解

体
必
至
の
情
勢
が
看
取
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
も
第
2
表
〔
そ
の
l
〕
の
村
民
恥
日
(
持

高
、
二
十
石
余
)
や
恥
臼
(
持
高
、
十
四
石
)

の
よ
う
に
、
出
動
者
の
な
か
に
は
、
官
憲
側
に

「
注
進
」
し
た
り
、
攻
撃
対
象
の
区
長
に
予
め

「
内
通
L

す
る
な
ど
、
一
按
側
に
と
っ
て
は
ま

さ
に
背
信
行
為
ま
で
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し

た
し
。な

お
「
戸
数
多
キ
所
ニ
テ
御
団
地
ハ
少
々
ニ

付
L

(

明
治
直
年
五
月
朔
日
、
同
村
よ
り
敦
賀

県
あ
て
報
告
「
と
さ
れ
る
当
村
(
注
、
明
治
五

年
、
一
四

O
戸
・
総
反
別
、
三
十
二
町
八
反
八

畝
)
と
し
て
、
第
2
表
「
村
民
の
行
動
調
」
の
対

象
者
戸
数
五
十
九
戸
の
う
ち
、
五
石
以
下
無
高

を
含
め
た
戸
数
が
三
十
七
戸
(
六
一
了
七
パ
|
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第 2表 今立郡下一撲生起時の周郡小坂村・村民の行動調

〔その1]

41 

村No民 年齢 続 1丙 屋敷No 所持高 3月11日 3月12日 3月13日 f庸 考

1 30 3男 l 1石 O(T) O(S) × 12目、 (0)を経て(S)に出動。

2 49 14 6余 。 ? ? 11日は即時帰り長善寺を守護。

3 34 NO.2の弟 × × × 

4 35 8 10 O(T) 0(0) 0(0) 

5 22 19 11余 O(T) × × 

6 48 22 0.484 O(T) × × 

7 30 23 11余 O(T) 0(0) × 

8 23 No 7の弟 O(T) 0(0) ヲ 12日、 (A)へは出動せず。

9 38 25 7.9 O(T) 0(0) × 

10 37 26 無高 O(T) 0(8) × 11日、 (A)へは出動せず。

11 26 27 10.804 O(T) 0(0) O(K) 11 11 

12 23 28 22余 O(T) 0(0) x 11 11 

13 57 37 4.3余 × ? O(D) 11目、下戸口村に出向いたが小坂村の騒ぎで帰宅

14 57 38 無高 O(T) 0(0) × 

15 21 39 13余 O(T) 0(0) ? 11日、 (A)へは出動せず。

16 23 42 無高 O(T) O(M) × 

17 43 43 6余 O(T) O(M) O(K) 

18 39 44 無高 O(T) O(S) O(K) 

19 27 46 20余 O(T) 0(0) O(Y) 1同1日日夕(A刻〉帰へ宅は出し動、せ在ず、鯖。江出張所へ注進.

20 21 Nol9の弟 O(T) O(Y) × 12日、 (Y)で l泊して帰宅。

21 20 No20の弟 × × × 

22 37 47 無高 ム A ム 向3 月き不3証日。 16目、静貧国上野まで輔荷物運送に出

23 42 48 11 10(T) 0(0) × 

24 31 49 小高持 O(T) O(Y) O(Y) 12日より (Y)で 2泊、 14日帰宅。

25 41 51 11 O(T) 0(0) O(K) 

26 18 52 無高 O(T) O(M) O(K) 

27 50 53 × × × 正楽寺住職、忌中に付禁足。

28 19 57 3余 O(T) O(M) O(Y) 

29 25 59 4余 O(T) × × 5年秋より病身。

30 59 61 小高持 O(T) × × 

31 22 NO.30町長男 ム d ム 3月9日より加州山中へ湯治に出向き、 18日帰宅。l

32 52 62 8.7余 × × × 病身のため11日-14日在宅。

33 22 NO.32の次男 O(T) O(M) × 11目、 (A)には出動せず。

34 19 11 3男 O(T) O(M) × 

35 25 65 21余 O(T) 0(0) O(D) 

36 28 67 1余 O(T) O(S) O(Y) 12目、 (S)よりさらに粟田部まで出動。

37 25 70 6 O(T) × × 

38 18 NO.37の弟 × × × 

39 45 71 小高持 O(T) O(M) × 

40 51 72 7余 O(T) × × 

41 48 74 無高 × 。(M) O(D) 

42 44 77 小高持 O(T) × × 

43 18 81 ? × × × (T)の親類で、その世話のため他出せず。

44 59 83 7余 × × × 

45 27 84 0.5.串 O(T) × O(K) 

46 25 NO.45の弟 O(T) O(M) × 

47 48 85 7余 O(T) × × 

48 27 87 3余 A ム A 3月15目、他国より帰村。

上

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
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護
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過
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の
一
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村則包 年齢 続 柄 屋敷No. 所持高 3月11日 3月12日 3月13日 {庸 考

49 25 NO.48の弟 O(T) × × 

50 33 89 6余 × × × 動揺の節、大病にて他出せず。

51 24 91 0.1余 O(T) × × 

52 33 92 3余 OCT) O(S') × 

53 27 97 14 O(T) × × 1邑1i目ι、騒動向止揮を庄壇(S)区長〔南五八郎〕に

54 25 99 無高 O(T) × × 

55 22 101 11 I O(T) 0(0) × 

56 48 104 0.6余 O(T) × × 

57 20 NO.56の長男 × × × 

58 47 105 2余 O(T) 。0(8) 12日、村端まで出動、頭痛のため帰宅。

59 43 NO.47の弟 ム ム ム 5年 5月より下野国へ寄留、 6年 3月22日帰村。

60 49 1日8 9余 O(T) × × 

61 26 No60町長男 O(T) × × 11目、 (T)より帰宅、さらに(0)まで出動。

62 36 109 小高持 O(T) 0(8) ? 

63 40 110 4 O(T) O(M) O(Y) 

64 29 111 無高 O(T) 。 × 12目、村端まで出動、のち帰宅。

65 20 113 5 O(T) × × 

66 36 119 無高 O(T) ? ? 

67 22 121 小高持 O(T) O(M) O(Y) 12目、 (M)よりさらに(S)に出動。

68 55 120 11 O(T) × × (T)の別家で、 T家の番をして他出せず。

69 49 123 11余 O(T) O(M) O(H) 

70 39 124 無高 O(T) × × 

71 47 126 2余 O(T) O(M) O(K) 1ま1で目出、向(T〈)。より たん a珊宅して、さらに p ノ口

L2: 20 131 4 ? ? ? 出動関係の記載なし。

注:1) r小坂村、村方銘々取調白書記J (鯖江市北中町、円入寺所蔵)により作製。

2 )図表内の略号説明、 0 ・出動 ×ー非出動 ム所用等のため不在 (T) 富田重右ェ門宅(小坂村、戸長)

(A)筋生田村 (輔自治郎左ェ門、副戸長) (S)・・庄境村(蒲五八郎、区長) (0)…落井村

(M)・・松成村(満願寺) (K) 川嶋村 (8)…別司村 (D)…出口村 (H)ー原村

(Y)…横越村 ( S')…下戸ノロ村

〔その 2)村民の出動状況及ぴ出動先調

A 出動状況

11日 12日 13日

O(出動) 56 78% 36 50 % 19 26% 

x(非出動) 11 15 28 38 43 60 

ム(不在) 4 6 4 6 4 6 

?(不明) l 1 4 6 6 8 

計 72 100 72 100 72 100 

(単位人)

(単位:人)

11 日 12 日 13 日

(T)(富田重右ェ門司 55 98 % (M)[松成 村 〕 13 36% ( K)(川嶋村〕 7 137 % 

即時帰宅 I 2 (0)[落井 村〕 13 36 (Y)[横越村〕 6 32 

計 56 100 (S )[庄境村〕 3 8 (D)[出口村〕 3 16 

(8 )[別司村〕 2 6 (8 )[別司村〕 l 5 

(Y)[横越 村〕 2 6 (0 )[落井村〕 l 5 

(S')(下戸/口村〕 l 2 (H)[原 村〕 l 5 

村端まで出動 2 6 計 19 100 

計 36 100 

出動先B 

注:第 2表〔その 1)により作成。
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上

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
下
の
護
法
大
一
撲
解
体
過
程
の
一
考
察

セ
ン
ト
)
を
数
え
る
な
ど
、
総
じ
て
同
村
の
過

半
の
零
細
農
民
が
自
己
の
名
請
地
の
み
で
は
再

生
産
が
不
可
能
な
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に

第
3
表
が
示
す
と
お
り
、
当
村
の
小
作
料
は
著

し
く
高
率
で
、
明
治
五
年
十
一
月
調
べ
で
は
、

今立郡小坂村、小作料率及び地主への配分率調第 3表

(明治 5年11月)

見主 穫 小作米 貢 tJl. 地主取分 小作人取分

平均 反当たり
石 斗 斗升 斗升 斗

田方 石 1.8 8.8 9.2 2 2 

百分率 1 0 0 90 44 46 1口

〔前掲「円入(明治 5年11月15日)注. r小坂村、小作米取調書」

寺文書~ )により作製。

田
方
の
平
均
反
収
二
石
の
う
ち
小
作
米
一
石
八

斗
で
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
貢
租
が
八
斗
八
升
で

地
主
取
分
が
九
斗
二
升
と
な
り
、
従
っ
て
収
穫

米
の
う
ち
貢
租
が
四
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
地
主

取
分
四
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
小
作
人
取
分
は

わ
ず
か
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
、
小
作
人
層

に
は
絶
え
ず
小
作
料
減
額
要
求
の
企
図
が
介
在

し
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

従
っ
て
小
坂
村
の
大
一
按
へ
の
対
応
は
、
大

野
郡
下
の
大
一
段
生
起
の
き
い
の
中
野
村
の
場

仰
と
同
じ
く
、
寸
世
直
し
型
」
附
情
勢
を
は

ι

み
な
が
ら
も
、
真
宗
門
徒
と
し
て
の
連
帯
性
に

よ
る
「
護
法
的
要
因
」
を
直
接
的
契
機
と
し
た

「
惣
百
姓
型
」
一
按
へ
と
一
た
ん
高
揚
し
た
こ

と
は
率
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
「
小
坂
村
御
団
地
直
段
書
御
届
帳
」
(
前
掲
『
円

入
寺
文
書
』
)
。
な
お
「
明
治
五
年
九
月
、
米
穀
並

物
品
取
調
書
上
根
」
(
『
同
』
)
に
よ
る
と
、
小
坂

村
戸
数
一
四

O
戸
(
人
口
六
一
三
名
)
に
対
し
、

総
反
別
は
わ
ず
か
三
十
二
町
八
反
八
畝
余
(
回
二

十
四
町
二
反
余
、
畑
五
町
三
反
余
、
雑
毛
一
町
九

反
余
)
で
あ
る
。

②
大
野
郡
の
下
庄
地
区
で
最
大
の
田
方
村
落
の
性

格
が
濃
い
中
野
村
で
は
、
明
治
五
年
で
「
水
役
」

(
無
高
)
が
全
戸
数
(
一
七
七
戸
)
の
約
半
数
を

占
め
る
な
ど
農
民
層
分
化
が
割
と
目
立
っ
て
い
る
。

当
村
で
は
、
葉
煙
草
(
六
、
七

O
O斤
)
・
繭
(
一

O

貫
て
が
(
一
、

O
二
一
八
)
・
生
糸
(
一
八
貫
二
三

・
菜
種
ご
五

O
芭
)
な
ど
の
特
産
面
(
明
治
五

年
調
、
『
足
羽
県
地
理
誌
』
(
国
立
公
文
書
館
所

蔵
〕
)
で
、
下
庄
地
区
内
の
他
村
に
比
べ
か
な
り

の
生
産
高
が
み
ら
れ
る
が
、
貧
農
層
の
「
農
間
稼
し

と
し
て
の
側
面
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ら
の
小
商
品
生

産
者
〈
中
・
小
農
層
〉
の
な
か
に
は
、
隣
接
す
る

大
野
町
の
大
商
人
の
前
期
的
高
利
貸
資
本
の
介
入

・
吸
着
に
も
見
舞
わ
れ
、
村
落
の
底
辺
た
る
小
作

・
雑
業
層
へ
の
転
落
が
目
立
ち
、
従
っ
て
村
落
内

に
滞
留
し
な
が
ら
大
野
町
内
に
小
商
い
や
諸
稼
・

奉
公
・
日
雇
一
に
出
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
大
一
撲
生
起
の
翌
七
日
、
当
村

の
寸
小
作
衆
」
が
村
内
の
「
白
山
堂
」
に
集
ま
り
、

小
作
料
の
減
額
を
強
く
要
求
す
る
な
ど
、
「
世
直

し
型
」
的
状
況
が
表
出
し
て
い
る
(
『
鈴
木
家
文

書
』
大
野
市
中
野
、
鈴
木
善
左
衛
門
所
蔵
)
。
し

か
し
大
一
撲
に
対
し
て
は
、
全
戸
数
の
八
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
の
一
五
一
戸
が
出
動
(
『
松
島
家
文
書
』

大
野
市
中
野
、
松
島
浄
念
所
蔵
)
、
し
か
も
「
当

村
三
役
茂
中
野
村
は
た
立
、
始
終
出
居
、
木
ノ
本

(
村
)
へ
も
朝
よ
り
と
も
し
て
行
候
由
也
」
(
前
掲

『
鈴
木
家
文
章
閏
』
)
と
伝
え
る
な
ど
、
副
戸
長
は

じ
め
上
農
層
を
含
め
、
ほ
と
ん
ど
「
村
ぐ
る
み
」
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で
出
動
し
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
真
宗
門
徒
と
し

て
の
強
固
な
護
法
的
「
連
帯
意
識
」
に
支
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
前
述
の
「
世
直
し
型
」

的
状
況
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
「
惣
百
姓
型
」
一

撲
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
明
治
中
期
の
寺
院
数
の
宗
派
別
で
は
、
真
宗

が
全
体
の
七
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
な
ど
、

坂
井
郡
の
場
合
と
同
様
、
ま
き
に
「
真
宗
地
帯
」

と
し
て
の
特
質
が
検
出
さ
れ
る
(
『
福
井
県
大
野

郡
誌
』
凶
、
大
野
郡
誌
刊
行
会
刊
、
四
二
四
j
五

ペ
ー
ジ
)
。

回
、
寺
中
村
・
中
村
・
萌
生
田
村
の
行
動
状
況

小
坂
村
近
隣
の
寺
中
・
中
・
萌
生
田
三
村
の

出
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
第
4
表
・
第
5
表
の

と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
中
・
筋
生
田
両
村
の

出
動
者
の
「
ロ
述
書
」
は
一
部
し
か
残
存
し
な

い
た
め
、
そ
の
全
ぼ
う
は
把
握
し
が
た
い
が
、

総
体
的
な
動
向
は
一
応
察
知
す
る
こ
と
が
で
き

る。
そ
こ
で
出
動
者
数
の
う
え
で
は
、
第
6
表
の

と
お
り
寺
中
・
中
両
村
の
場
合
二
日
目
が
最
も

高
揚
し
、
務
生
田
村
で
は
初
日
に
比
べ
漸
減
の

傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
小
坂
村
の
よ
う

な
出
動
者
の
極
端
な
「
脱
落
化
L

の
様
相
は
み

上

せ
な
い
が
、
二
日
目
の
中
新
庄
村
等
に
お
け
る

官
憲
及
び
鯖
江
貫
属
に
よ
る
武
力
制
一
回
に
よ
り
、

三
日
目
の
十
三
日
に
は
か
な
り
志
気
阻
喪
し
て

い
る
こ
と
は
事
実
で
、
従
っ
て
同
日
の
横
越
村

で
の
一
撲
側
の
「
三
カ
条
の
願
書
」
が
官
員
に

よ
り
容
易
に
拒
否
さ
れ
た
の
む
、
要
は
一
撲
勢

結
束
の
弱
体
化
に
起
因
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
の
点
、
大
野
郡
下
の
大
一
撲
の
展
開
過
程

で
、
一
按
勢
が
大
挙
大
野
町
内
に
群
集
し
、
「
竹

槍
林
立
立
錐
ノ
地
モ
無
シ
」
〔
「
石
川
雪
(
注
、

等
外
二
等
出
仕
)
、
大
野
ヨ
リ
九
日
帰
庁
報
告
L

〕

と
い
う
き
わ
め
て
高
揚
し
た
な
か
で
、
県
側
が

「
願
書
」
要
求
を
一
た
ん
容
認
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
情
勢
が
著
し
く
異
な

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
寺
中
村
の

高
持
階
層
構
成
の
推
移
状
況
は
、
第

7
表
の
と

お
り
、
中
農
層
の
漸
減
に
対
し
て
五
石
未
満
の

貧
農
層
が
漸
増
し
、
明
治
六
年
で
三
十
九
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
、
こ
れ
に
無
高
層
(
二
十
三
戸
)

を
加
え
る
と
全
戸
数
の
五
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
り
約
六
割
に
達
す
る
。
さ
ら
に
第
二
図
は
、

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
下
の
護
法
大
一
挟
解
体
過
程
の
一
考
察

同
村
の
高
持
の
安
政
七
年
(
一
八
六

O
)
か
ら
明

治
六
年
へ
の
持
高
の
移
動
を
示
す
が
、
同
図
に

み
る
か
ぎ
り
、
「
上
昇
」
が
十
三
戸
、
「
不
変
」

五
戸
、
「
下
落
」
が
二
十
三
戸
で
あ
り
、
こ
こ

に
も
農
民
層
分
化
の
か
な
り
の
進
展
が
明
瞭
に

う
か
が
わ
れ
る
。
そ
こ
で
同
村
の
計
七
十
三
名

問
「
揺
動
村
方
調
査
」
等
に
よ
る
と
、
旧
庄
屋

層
は
じ
め
村
民
の
相
当
数
が
一
撲
に
出
動
し
て

お
り
、
そ
の
う
ち
四
十
九
名
が
賭
罪
金
を
課
せ

ら
れ
る
な
ど
、
一
応
「
惣
百
姓
型
」
の
顕
著
な
動

向
を
示
し
て
い
る
。
な
お
同
村
は
前
述
の
小
坂

村
と
同
様
に
、
米
・
雑
穀
の
ほ
か
に
、
菜
種
・
桑

・
繭
・
炉
山
木
油
等
の
諸
物
産
の
か
な
り
の
生

産
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
総
じ
て
中
小
農
民
や

貧
農
層
の
農
間
余
業
に
よ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で

も
な
い
が
、
そ
の
さ
い
村
内
外
の
前
期
的
高
利

貸
資
本
の
介
入
・
吸
着
の
脅
威
に
絶
え
ず
さ
ら

さ
れ
て
い
た
の
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
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第
4
表

今
立

郡
寺

中
村

、
村

民
出

動
状

況
(

明
治

6
年

3
月
11

日
-
1
3
日
)

村
N
.民

所
持

高
3

月
11

日
3

月
12

日
3

月
1
3

日
嫡

罪
金

村
N
u民

l
 

AP 
92
時時帰よ村り。

M
③

へ
.

2
4
 

2
 

石1
3
斗
7
 

そP
肉7

時桂帰よ村り。
K
へ
。

25 

3
 

1
2
.
2
 

22
喜

嘉
品

M
'

S
③

へ
.

21
露

品
品

了
へ

。
。

26 

4
 

1
7
.
6
 

AP120
時時帰よ村り。

M
へ
。

2
T

喜
嘉

品
?

へ
。

。
2
7
 

5
 

3
2
.
7
 

PP68
時
時
、
よ
帰
り
村K

へ。
。

23
露

嘉
品

?
・

⑤
へ

。
。

2
8
 

6
 

三宅皐え
Y
F

ら
品

帰
智

子
。

つ
2
9
 

7
 

22
書

嘉
品

M
.

S
.
③

へ
a

3
0
 

8
 

×
 

×
 

×
 

31 

9
 

0
.
8
 

23
露

品
品

M
.

S
・
③
へ
。

3
2
 

!o 
7
.
1
 

直A
ち8

時に曙よ村り。
o
へ
。

。
3
3
 

11 
0
.
6
 

AA89
時時帰よ村り

K
へ

AP86
時時掃よ村り。

y
へ

n
。

3
4
 

1
2
 

そP
1の0

時桂掃よ村り。
K

.
A
へ

a
×

 
23

草
品

品
Y
へ
。

。
3
5
 

1
3
 

3
1.

4
 

そP
の6

時桂掃よ村り
K
へ
《

AP180
時時帰よ村り。

M
・
S

 ・
⑤
ー
③
へ
。

A
1
1
時

よ
り

⑮
へ

。
。

3
6
 

1
4
 

PP 
68
時時晴よ村り

K。
へ
。

AP160
時時帰よ村り。

M
・
S
へ
。

。
3
7
 

1
5
 

PP68
時時帰よ村り。

K
へ
。

3
8
 

1
6
 

PP68
時時晴よ村り

K
へ
。

AP130
時時帰よ村り

M
'

S
へ
。

3
9
 

1
7
 

AP84
時時帰よ村り。

K
・
M

.
S
へ
。

4
0
 

1
8
 

4
.
5
 

合
:

耳
嘉

品
M

.
S

・
③
へ
。

。
4
1
 

1
9
 

×
 

×
 

×
 

4
2
 

2
0
 

1.
3
 

22
喜

嘉
品

ザ
ー

③
へ

。
AP140

時時帰よ村り。
y
へ
。

。
4
3
 

21 
EP

喜
品

品
F

へ
。

AP86
時時帰よ村り。

M
.

S
.
(S)へ《

AP86
時時帰よ村り

Y。
へ
。

。
4
4
 

2
2
 

×
 

×
 

×
 

4
5
 

2
3
 

AP69
時時帰よ村り。

M
.

S
 
虐
D
へ。

4
6
 

所
持

高
3

月
11

日
3

月
1
2

日
3

月
13

日
摘

罪
金

l

石
3
斗
8

 
22

喜
嘉

品
?

・
⑤

へ
。

。
23

露
嘉

品
M

.
S
 .

⑤
へ
。

AP161
時時帰よ村り。

y
へ
。

×
 

×
 

x
 

直P
ち6

時に帰よ村り。
K
へ

a
長

官
需

品
品

戸
'

S
③
へ
。

3
.
2
 

2
Y

需
品

品
M

'
S

③
へ
。

AP140
時時帰よ村り。

y
へ
。

1.
1

 
合

?
需

嘉
品

?
・

③
へ

。

x
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

AP120
時時帰よ村り。

K
'

A
へ
。

AP180
時時帰よ村り。

M
X

S
.
@
へ

a
AP 

97
時時晴よ村り。

y
へ
。

。
×

 
×

 
×

 

×
 

×
 

×
 

22
露

為
為

?
へ

。
。

×
 

×
 

×
 

8
.
2
 

AP1Z0
時時帰よ村り。

M
.

S
・
③
へ
。

AP140
時時帰よ村り。

M
③

へ
a

AP170
時時晴よ村り。

y
へ

a
。

4
.
5
 

会
;

耳
嘉

品
M

.
S

 .
③
へ

a
AP85

時時舟よ村り。
y
へ
。

23
露

嘉
品

M
.

S
 
⑤

・
@

へ
。

×
 

×
 

×
 

11.
8

 
AP1102

時時帰よ村り。
K
へ
。

告
す

露
品

品
?

・
③

へ
a

2
.
2
 

×
 

×
 

×
 

EE
書

長
品

守
へ

。
2
T

害
義

品
M

.
S
へ
。

AP141
時時帰よ宅り。

y
へ
。

。
PP172

時時帰よ村り。
K

.
A
へ
。

22
露

嘉
品F

・
S

.
③

へ
g

×
 

6
.
3
 

×
 

×
 

×
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守
、

喝司ド

村
N
u民

所
持

高
3

月
11

日
3

月
1
2

日
3

月
1
3

日
贈

罪
金

村
N
o民

所
持

高
3

月
11

日
3

月
1
2

日
3

月
13

日
頼

罪
金

4
7
 

×
 

×
 

×
 

5
6
 

石
0
斗
6

 
PP68

時時帰よ村り
K
へ
《

AP85
時時帰よ村り。

M
.

S
 
彊
D
へ。

AP140
時時帰よ村り。

y
へ

a
。

4
8
 

石
0
斗
8

 
AP120

時時晴よ村り。
M
へ

.
AP140

時時帰よ村り。
y
へ
。

5
7
 

8
.
4
 

AP1l1
時時晴よ村り。

K
へ
。

そA
1の
1
時植帰主村り

M
.

S
③
へ
。

P
 

P
 Z5

時時帰よ村り。
y
へ

。
4
9
 

P
6
時

よ
り

K
.

A
へ
。

23
喜

嘉
品

M
.

S
・
③
へ
。

×
 

。
5
8
 

8
.
8
 

×
 

×
 

×
 

5
0
 

AP86
時時帰よ村り。

y
へ
。

。
5
9
 

×
 

×
 

×
 

5
1
 

PP68
時時舟よ村り。

K
へ
。

213
露

品
品

M
.

S
③

へ
.

×
 

。
6
0
 

AP86
時時帰よ村り

K
へ
。

E
 i草
品
品
?
へ
。

AP86
時時舟よ村り

y
へ

a
。

5
2
 

0
.
3
 

会
?

書
嘉

品
M
.
C
S
へ

e
。

6
1
 

3
8
.
9
 

AP110
時時揮よ村り。

K
.

A
へ
肉

PP61
時時帰よ村り。

M
.

S
 .

③
・
@
へ
。

。
5
3
 

PP160
時時帰よ村り。

K
へ
。

AP120
時時帰よ村り。

y
へ
。

。
6
2
 

E;
草
品
品
?
へ
。

5
4
 

2
0
.
4
 

AA89
時時帰よ村り。

K
へ
。

AP140
時時帰よ宅り。

y
へ
。

6
3
 

2
.
9
 

x
(
妻

病
気

の
た

め
)

x
 

(
 

11 
X

 
(
1
1
)
 

5
5
 

5
.
7
 

×
 

x
 

×
 

6
4
 

x
(
母

病
気

の
た

め
)

x
 

(
 

11 
x

 
(，，) 

注
1
)

r今
立

郡
第

2
7
大

区
小

八
区

寺
中

村
、

揺
動

村
方

調
書

却
帳

J
(

鯖
江

市
寺

中
町

、
宮

川
九

兵
衛

所
蔵

)
に

よ
り

作
製

。
所

持
高

は
「

明
治

6
年

酉
暮

村
惣

高
改

小
前

帳
J

(
 

11 
)

に
よ

る
。

斗
以

下
は

切
り

捨
て

た
。

2
 )

本
調

書
記

載
の

う
ち

、
子

供
(
2
名

)
女

子
(
1
名

)
病

気
(
4
名

)
お

よ
び

当
時

村
内

不
在

(
2
名

)
の

た
め

不
事

加
の

も
の

は
除

<
.

 
3
 )

購
罪

金
欄

の
O

印
は

、
同

金
が

課
せ

ら
れ

た
こ

と
を

示
す

。

4
 )

本
調

書
記

載
以

外
町

村
民

で
ー

授
参

加
者

の
い

た
こ

と
は

、
限

罪
金

負
担

者
向

名
列

表
(
4
9
%
)

か
ら

明
向

で
あ

る
。

5
 )
略
号
、

K
.
.
ー
小
坂
村

⑧
イ

11
鴫

村
5

・
ー
庄
境
村

③
ー

四
方

谷
村

O
 

落
井

村
M

 
松

成
村

A
.
.
.
Jl
)j
生

田
村

③
・

栗
田

部
村

Y
“

横
越

村
×
ー
ー
不
参
加

A
時

・
午

前
P
時

ー
午

後

6
 )

本
調

書
に

記
載

を
き

も
の

は
、

す
べ

て
空

欄
と

し
た

。

第
5
表

(1) 
中

村

村
民

氏
名

年
齢

職
業

3
月

11
日

3
月

12
日

3
月

1
3

日
備

考
N
o
 

1
 

木
村

佐
十

郎
2
8
 

塵(
才
右
ェ
門

2
男

)
×

 
(
父
親
病
気
の
た
め
看
病
し
、
出
動
せ
ず
。
)

@
"

.
そ

の
後

帰
村

。
1
6
日

K
に

呼
び

出
き

れ
召

し
捕

え
ら

る
。

2
 
木

村
甚

助
3
2
 

P
5
時

よ
り

K
へ

・
そ

の
後

帰
村

。
M
へ

.
つ

い
て

⑤
・

5
・
I
d
r
-
.

一
て
揖
帰
勢
村
が
。
@
よ
り
五
箇
村
に
至
る
さ
い
、
村
端
よ
り
脱
し

3
 

山
岸

仁
兵

衛
4
9
 

農
K
へ

・
ー

た
ん

帰
宅

後
S
へ
。

M
.
③
・

5
・
③
へ
.
夜
帰
村
。

す
品

車
警

暴
華

子4
4

奇
?

マk
F

11
日

庄
境

村
堺

に
て

寺
中

村
九

兵
衛

に
出

会
う

。

4
 

木
村

重
太

郎
2
3
 

K
へ

.
そ

の
後

帰
村

。
M

・
S

・
③
へ
.
夜
帰
村
。

5
 

塚
田

与
三

右
ェ

門
5
1
 

K
.

Y
へ
。

向 12
い
日
出
た
動
と
佳
こ
ろ
お
、

鯖
こ
江
り
の
入
車
日
新
を
買
町
い
で
求
召
め
し
捕
に
舗
え
江
ら
去
る
に
.
出

6
 

梅
田

宇
兵

衛
4
2
 

池
受

売
職

P
6
時

よ
り

K
へ

P
8
時
帰
村
。

AP 
95
時時⑤四へへ

P
2
時

S
へ

7
 

木
村

仁
左

ェ
門

3
9
 

P
5
時

よ
り

K
へ

そ
の

後
帰

村
。

会
7
害

場
品

?
ー

⑤
・

S
へー

1
6
日

K
に

呼
び

出
き

れ
、

召
し

捕
え

ら
る

。

8
 

森
喜

助
2
5
 

(
喜
平

2
男

)
P

8
時

よ
り

K
へ
.

P
I
O
時
帰
村
。

×
 

(
病
気
の
た
め
)

×
 

(
病
気
の
た
め
)

9
 

木
村

徳
右

ェ
門

5
6
 

農
×

 
×

 
H
よ
り

Y
へ
。

川
斗

æ
:
:
:
1
8
~
叶
主
語
版
埋
ま
令
同
様
lι~

縦士話+<
1
 !l
怒
絵
巻
摺
腿
~
l

*，最終
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神
科
隙

村
N
u民

氏
名

年
齢

職
業

3
月

11
日

3
月

12
日

3
 
月

13
日
日

4蒔
考

10 
木

村
為

三
郎

2
5
 

農
(
彦
兵
衛
体
)

P(
当8
時
困
は
よ
曙
り
村K

へせ《
ず
)

前
日
に
引
続
き
、

M
・③・

5
・
③
へ
。

FP
需品品

K
.

Y
へ
.

16
日
K
に

呼
び

出
さ

れ
、

百
L
捕
え
ら
る
。

11 
塚

田
藤

吉
2
4
 

農
A
I
l
時
よ
り

0
・
M

・
N
へ
。

×
 

13
日

は
自

宅
で

草
鞍

を
作

っ
て

い
た

。

12 
長

塚
栄

三
郎

2
6
 

M
.
③
・

5
・
③
へ
。

13 
塚

田
金

十
21 

AP 
57
時時帰よ村り。

M
.
③
・

O
へ

a
×
 

16
日

K
に

呼
ぴ

出
さ

れ
、

召
し

捕
え

ら
る

。

14 
佐

々
木

勇
治

郎
2
3
 

(
与
吉
枠
)

×
 

M
.
③
・

5
・
N
へ
。

⑮
Y
へ
。

(2)
扇

生
田

村

村
民

氏
名

年
齢

職
業

3
月

11
日

3
月

12
日

3
月

13
日

f瞳
考

N
u
 

l
 

輔
回

安
五

郎
17 

(
久
右
衛
門
砕
)

P
4
時
よ
り

K
へ
.
つ
い
て
凶

A
へ
。

M
・
5

・
@
へ
図

P
4
時

K
よ

り
の

使
者

が
村

方
一

同
町

出
動

を
要

請
図

2
 

高
野

利
左

ェ
門

51 
農

P
 5
時
よ
り

K
へ
。

。
へ
。

家11
の日たP

め11
時、

火
ご
ろ
を
防A

の吉輔、
一
田
揖
次
郎
勢
左
の
中
ェ
門
に
方
は
へ
出
放
動
せ
点
ず
、

隣園

3
 

同
人

枠
利

助
2
3
 

5
 

11 
11 

4
 

上
回

孫
右

エ
門

3
3
 

れそP
のた4

時植何でよA
円、り

次防K
へ郎虫

a左に直つェ門ちと
がにむ帰放。

村火。
さ

AP110
時
時
晴
よ
村
り
別
.
司
・
戸
ノ
ロ
ー

O
へ

B

P
 1
時
よ
り

Y
へ
。

P
7
時
帰
村
。

5
 
高

野
梅

吉
3
5
 

農
(
五
右
ェ
門
弟
)

K
へ
。

A
6
時
よ
り

M
.

S
へ
。

H
よ
り

Y
へ
。

11
日

は
村

内
孫

右
エ

門
と

同
行

す
。

6
 

山
本

仁
三

郎
24 

農
(

市
太

郎
弟

)
×
 

11 
11 

11 
11 

(
寺
中
村
在
住
)

7
 

高
野

手
q
右

ェ
門

5
8
 

農
K
へ
。

qc
へ
。

×
 

1れ1
る日のK

のを璽諺右観ェ、
E門
I
j
宅
苛
村
に
大
番
勢
人
群
が
捕
集
詩
贋
人
役
を
連
人
が
行
逮
芋
捕
。

さ

8
 

高
野

普
太

夫
5
6
 

農
取がK

韓へり肉者n
帰付に宅つけ雄をき羊、

恒号A
率円つ次a的郎諸同

左
道
具
ェ
の門

P
4
時

よ
り

③
へ

。
夜

帰
村

。
Y
へ
。

P
7
時
帰
村
。

9
 

山
田

仁
三

郎
5
2
 

P
5
時
よ
り

K
へ

。
つ

い
で

A
へ
。

前
日

に
引

続
き

M
へ
。

11
日
夜
は
帰
宅
せ
ず
。

1
0
 

高
橋

兵
蔵

2
5
 

P
6
時
よ
り

K
へ
。
そ
の
後
帰
村
。

つA
い6

時で
Mよ

り
③E
へ・

.
8
.
@
へ。

11 
輔

回
久

右
"

-
門

5
7
 

農
止同P

郎軍4
左時町取よェ門りりへ片K

へ付の襲。け舟来を宅手を知伝桂、らつせ。A
の、

A
6
時
よ
り

5
・
③
へ
。

12
日

は
、

村
内

利
左

ェ
門

、
新

次
郎

と
同

道
す

。

12 
輔

田
晶

蔵
31 

巨
三
最
雪
葉
益
~
~
~
李
子
左
エ
門

M
.
③
・

5
・l.Fr-。

Y
へ
。

1
3
 

高
野

新
之

亙
3
4
 

K後へは
a次
高
郎
野
左
は
ェ
母
損
門
宅
気
へ
の
は
た
出
め
向
、

か帰す宅
11 

H
 

11 

14 
中本

善
兵

衛
2
6
 

農
そK
へ
し
。
て
帰
再
村
度
桂K

へA
の
.

揖
を

予
防

す
P
 2
時
よ
り

N
へ

o
⑧

へ
。

軍
隊

出
動

に
つ

き
帰

村
。

11
日

午
後

山
持

に
出

向
き

、
夕

方
帰

村
。

注
1
 )
前

掲
r円

入
寺

文
書

』
に

よ
り

作
製

。

2
 )

略
号

K...
小

坂
村

、
⑧

…
川

崎
村

、
5
・
ー
庄
境
村
、
③
“
四
方
谷
村
、

O
落
井
村
、

M
松
成
村
、

A
山
生
田
村
、
@
ー
・
栗
田
部
村
、

y
.

横
越

村
、

③
吉
谷
村
、

N
.
ー
野
岡
村
、

H
.
.
原

村
.

x
寸
ド
出
動
。

A
時

午
前
ゐ

P
時

午
後
。

3
)

本
調

書
に

記
載

な
き

も
の

は
、

す
べ

て
空

欄
と

し
た

。
4
)

両
村

町
史

料
と

も
一

部
欠

落
。
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今立郡寺中・中・萌生田 3村出動状況一覧
(単位:人)

3 月 11 日 3 月 12 日 3 月 13 日

寺 出 動 2 1 33% 4 0 63% 20 31% 

中非出動 1 8 28 1 9 30 2 1 33 

不 明 2 5 39 5 7 2 3 36 
村

計 6 4 10日 6 4 100 6 4 100 

中
出 動 7 50 II 79 6 43 

非出動 3 21 3 21 3 21 

不 明 4 29 。 。 5 36 
村

計 1 4 100 1 4 100 1 4 100 

務
出 動 1 3 93 1 2 86 9 64 

生 非 出 動 l 7 。 。 I 7 

回不 明 。 。 2 14 4 29 
村

計 1 4 100 14 100 1 4 100 

第 6表

注 1) 第4表第 5表により作製。

2 )寺中村内不明欄については、廟罪金がほとんど賦課されていな

いため、その大半は非出動とみてよい。

今立郡寺中村、高持階層構成推移調

年代 安政 7(1860) 文久 2(1862) 慶応 2(1866) 明治 6 (1873) 

持高 軒数 % 軒数 % 軒数 % 軒数 % 

50-100石 1 2 

30-50 3 7 4 9 4 9 4 9 

20-30 5 12 3 7 3 7 3 7 

10 -20 1 5 37 14 31 1 5 34 9 20 

5-10 6 15 8 18 9 20 1 0 23 

1l以下~}ω 
1 1 27 1 5 33 1 0 23 1 0 23 

1 2 l 2 3 7 7 16 

計(B) 4 1 100 4 5 100 4 4 100 4 4 1口3

EA F (29%) (36%) (30%) (39%) 

無高23

第 7表

上

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
下
の
護
法
大
一
捺
解
体
過
程
の
一
考
察

注 1) r安政7年未御年貢井小物成勘定小前帳」・「文久 2年成御年貢井小物成勘定小前帳」

「慶応 2年丑御年貢井小物成勘定小前下帳」・「明治 6年酉暮村惣高改小前帳J (以

上鯖江市寺中、宮川九兵衛所蔵)により作製.

①
「
十
四
日
午
後
三
時
発
、
支
庁
詰
相
馬
朔
郎
よ

り
本
県
庶
務
あ
て
報
告
」
(
十
五
日
午
前
十
時
着
)

〔
前
掲
『
暴
動
始
終
奏
上
簿
』
〕
。

②
「
十
三
日
夜
一
時
発
、
寺
嶋
権
参
事
よ
り
有
馬

典
事
あ
て
報
告
し
(
『
同
』
)

③
大
野
町
で
は
、
官
員
側
が
一
撲
勢
の
諸
要
求
を

認
め
る
「
証
書
」
を
手
渡
し
、
し
か
も
一
撲
主
謀

者
の
処
刑
は
絶
対
に
し
な
い
と
言
明
す
る
こ
と
に

よ
り
、
は
じ
め
て
一
撲
の
徒
が
退
去
し
た
点
か
ら

み
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
そ
の
場
で
の
窮
地
を

脱
す
る
た
め
の
謀
計
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
|
|
県

側
が
一
撲
に
対
し
て
い
か
に
脅
威
を
抱
い
た
か
が

う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
大
野
町
で
の
大
一
撲

の
高
揚
に
つ
き
、
と
く
に
同
町
の
貨
稼
ぎ
層
(
前

期
プ
ロ
一
層
)
と
農
村
の
貧
農
層
(
半
プ
ロ
層
)
の

動
向
を
み
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
大
一
挨
生
起

に
先
立
ち
「
護
法
連
判
」
の
主
導
的
役
割
を
果
た

し
た
上
庄
地
区
の
な
か
で
も
木
本
地
頭
村
の
場
合

は
、
処
刑
者
二
名
、
有
期
刑
者
四
名
を
出
す
な
ど
、

は
な
は
だ
過
激
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の

さ
い
高
橋
太
右
衛
門
は
持
高
わ
ず
か
五
斗
八
升
五

A
ロ
の
貧
農
(
半
プ
ロ
)
で
、
同
村
の
桑
崎
与
八
郎

〔
小
農
、
六
石
一
斗
〕
(
「
明
治
六
年
田
畑
御
年

貢
米
割
附
帳
」
大
野
市
木
本
、
松
田
靖
彦
所
蔵
)

と
と
も
に
一
撲
勢
を
主
導
し
、
元
足
羽
県
支
庁
に

乱
入
し
た
ほ
か
、
大
野
町
の
「
前
期
プ
ロ
」
桶
屋

治
助
(
大
野
町
末
吉
町
)
と
と
も
に
、
豪
商
布
川
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安政7→明治6年の今立郡寺中村高持移動詞
(安政7年) <単位石〉

78  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 

汀 11
訂1 1 h 

汀 1

第二国

ほかに

41→58 

3日→38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ゆ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

 (
明
治
6
年
) 39 3 433 31 23 21 22 22 1111  

注 1)石以下は切り捨て。但し 1石未満の高持は l石とした。

2 )前掲「宮川文書」において照合可能分のみを対象とした。

家
を
打
ち
こ
わ
し
、
さ
ら
に
隣
村
の
木
本
領
家
村

の
豪
農
杉
本
弥
三
右
衛
門
宅
(
酒
造
業
)
を
放
火

す
る
な
ど
、
ま
さ
に
農
村
の
「
半
プ
ロ
」
、
大
野

町
の
「
前
期
プ
ロ
L

両
層
の
連
携
・
同
盟
関
係
を

象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
し
か
も
農
村
で
は
一
部

上
農
層
の
ほ
か
に
中
・
小
農
層
が
積
極
的
か
つ
継

続
的
に
出
動
し
、
ま
た
大
野
町
内
の
中
・
小
商
人

・
職
人
層
の
広
汎
な
参
加
の
も
と
に
、
農
村
・
在

方
町
双
方
の
合
流
、
同
盟
的
態
勢
に
よ
り
、
さ
ら

に
真
宗
門
徒
と
し
て
の
共
通
の
護
法
意
識
に
支
え

ら
れ
、
強
じ
ん
な
大
一
撲
に
高
揚
し
た
も
の
と
考

え
た
い
。
と
こ
ろ
が
今
立
郡
下
の
粟
田
部
村
(
注
、

明
治
五
年
で
総
戸
数
六
九
八
戸
の
う
ち
日
雇
〈
八

二
戸
〉
と
雑
業
層
〈
八
八
戸
〉
が
計
一
七

O
戸
で
、

全
戸
数
の
二
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
「
前
期
プ

ロ
」
的
階
層
の
存
在
が
み
ら
れ
る
)
の
場
合
は
、

二
時
は
大
野
町
に
類
似
し
た
動
向
を
示
す
が
、
一

撲
の
展
開
過
程
で
の
脱
落
化
傾
向
に
加
え
、
粟
田

部
村
民
の
所
属
宗
派
に
つ
い
て
も
、
真
宗
門
徒
が

全
体
の
五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
(
『
佐
々
木
家

文
書
』
今
立
郡
今
立
町
粟
田
部
、
佐
々
木
晋
二
所

蔵
)
で
、
強
度
の
護
法
的
結
束
は
考
え
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

④
寺
中
村
の
旧
庄
屋
宮
川
九
兵
衛
は
、
村
内
切
っ

て
の
大
高
持
(
明
治
六
年
、
五
八
石
九
)
で
、
「
今

立
郡
第
二
十
七
大
区
小
八
区
寺
中
村
、
揺
動
村
方

調
書
如
帳
」
(
前
掲
)
に
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
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「
的
生
田
村
・
中
村
、
村
方
銘
々
取
調
口
書
記
」

(
前
掲
『
円
入
寺
文
書
』
)
に
お
い
て
、
第
5
表

ω中
村
の
村
民
尚
3
の
山
岸
仁
兵
衛
が
十
一
日
の

出
動
の
さ
い
庄
境
村
堺
で
出
会
っ
た
こ
と
を
口
述

す
る
点
か
ら
み
て
、
宮
川
の
一
撲
参
加
は
明
ら
か

で
あ
る
。
従
っ
て
一
撲
生
起
の
段
階
で
は
、
基
本

的
に
は
上
農
層
は
じ
め
「
村
ぐ
る
み
L

の
態
勢
で

出
動
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

⑤
今
立
郡
小
坂
村
、
寺
中
村
の
諸
物
産
に
つ
い
て

は
、
寸
壬
申
九
月
、
米
穀
並
物
品
取
調
室
閏
上
帳
」

(
前
掲
『
円
入
寺
文
書
』
)
及
び
「
明
治
六
年
一

月
、
御
用
留
並
村
用
諸
色
覚
帳
」
(
鯖
江
市
寺
中
、

宮
川
九
兵
衛
所
蔵
)
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す

る
が
、
両
村
と
も
明
治
初
年
で
か
な
り
の
商
品
経

済
の
展
開
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

51 

五
、
お
わ
り
に

敦
賀
県
下
の
「
越
前
護
法
大
一
按
」
に
つ
き
、
と

く
に
今
立
・
大
野
両
郡
の
場
合
、
真
宗
地
帯
で
の

護
法
的
要
因
を
直
接
的
契
機
と
し
な
が
ら
も
、
そ

の
本
質
は
「
世
直
し
型
」
性
格
を
は
ら
み
な
が

ら
、
同
時
に
「
惣
百
姓
型
」
一
按
の
動
向
が
極

め
て
顕
著
に
表
出
す
る
点
で
は
、
ほ
ぽ
共
通
す

る
歴
史
的
性
格
が
み
ら
れ
る
が
、
両
郡
下
の
展

開
過
程
に
視
点
を
す
え
る
と
、
大
野
郡
下
で
は

上

一
撲
勢
の
要
求
事
項
が
一
た
ん
官
員
側
に
容
認

さ
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
今
立
郡
で
は
そ
れ
が

容
易
に
却
下
さ
れ
、
一
按
側
と
し
て
敗
退
の
憂

き
目
を
み
て
い
る
。

そ
の
点
、
前
述
の
と
お
り
、
今
立
郡
下
の
小

坂
村
は
じ
め
寺
中
・
中
・
疏
生
田
三
村
の
一
按

参
加
者
の
「
口
述
書
」
を
中
心
に
、
か
れ
ら
の

三
日
間
の
出
動
状
況
を
個
別
的
に
検
討
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
展
開
過
程
に
お
け
る
「
脱
落

化
」
傾
向
〈
一
捺
勢
結
束
の
弱
体
化
〉
の
著
し

い
問
題
点
が
検
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
「
越
前
護
法
大
一
按
」
の
特
質
は
各
郡

と
も
一
応
共
通
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
展
開
過
程
に

お
け
る
町
村
別
の
具
体
的
動
向
に
は
か
な
り
の

差
異
が
み
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
さ
い
史
料
的
制
約

• 

の
伴
う
な
か
令
、
で
き
る
だ
け
一
按
勢
の
個
別

的
な
出
動
状
況
を
経
過
的
に
丹
念
に
追
究
す
る

こ
と
は
、
大
一
按
の
展
開
過
程
の
全
体
像
を
一

段
と
明
確
化
す
る
た
め
に
も
ぜ
ひ
必
要
で
あ
る

と
思
考
さ
れ
る
。

①
明
治
初
期
の
一
撲
の
形
態
の
推
移
状
況
に
つ
き
、

従
来
の
研
究
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
廃
藩
置
県

ご
ろ
ま
で
は
「
世
直
し
型
」
一
授
が
中
心
と
な
り
、

明
治
初
年
敦
賀
県
今
立
郡
下
の
護
法
大
一
撲
解
体
過
程
の
一
考
察

そ
の
後
統
一
政
権
の
推
進
、
強
化
へ
の
段
階
に
対

応
す
る
「
地
租
改
正
反
対
闘
争
」
か
ら
、
「
惣
百
姓
型
」

一
撲
に
転
換
す
る
と
い
う
分
析
視
角
が
支
配
的
で

あ
る
が
、
明
治
五
、
六
年
段
階
で
全
国
的
に
高
揚
す

る
「
護
法
一
段
」
を
含
め
て
の
農
民
一
擦
の
総
体

的
動
向
は
、
明
治
政
権
の
成
立
か
ら
推
進
、
強
化
の

段
階
へ
の
過
渡
期
に
お
け
る
新
規
政
策
を
め
ぐ
る

諸
矛
盾
の
表
出
へ
の
闘
争
形
態
と
し
て
、
「
世
直
し

型
」
と
「
惣
百
姓
型
」
の
双
方
が
密
着
す
る
重
層
的

構
造
、
つ
ま
り
「
重
層
型
」
一
授
と
も
呼
称
す
べ
き

新
た
な
形
態
が
設
定
し
得
る
も
の
と
思
考
さ
れ
る
。

②
今
立
郡
下
の
一
撲
関
係
の
村
落
で
、
管
見
す
る

と
こ
ろ
で
は
、
小
坂
・
中
・
防
生
田
・
寺
中
四
カ

村
以
外
で
の
出
動
者
の
「
口
述
書
」
は
不
明
で
あ

る
。
同
郡
野
岡
村
(
明
治
五
年
、
九
五
円
・
四
三

二
人
)
に
も
「
膿
罪
猶
橡
金
配
当
帳
」
(
守
古
川

家
文
書
』
今
立
郡
今
立
町
野
岡
、
古
川
木
戸
兵
衛

所
蔵
)
は
残
存
し
、
ほ
と
ん
ど
「
村
ぐ
る
み
」
の

出
動
が
推
察
さ
れ
る
が
、
村
民
諸
階
層
の
個
別
的

な
出
動
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た

本
一
撲
に
か
か
わ
る
村
落
に
残
存
す
る
「
口
述
書
」

等
関
係
史
料
の
探
査
が
ぜ
ひ
必
要
な
わ
け
で
あ
る
、

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
土
地
制
度
史

学
会
秋
季
学
術
大
会
(
於
金
沢
大
学
法
文
学
部
)
に

お
け
る
報
告
「
明
治
初
年
護
法
一
撲
の
歴
史
的
性
格

明
治
六
年
越
前
大
一
授
分
析
」
の
一
部
で
あ
る
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




